
令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

一

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

令

和

五

年

号
　
外
　
　

十
二
月
二
十
二
日

（　金 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正  

一

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正  

一

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正  

二

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正  

二

○
人
事
委
員
会
規
則

　

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号

　
　
　
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
「
二
千
四
百
円
」
を
「
二
千
五
百
円
」
に
、
「
四
千
四
百
円
」
を
「
四
千
五
百
円
」
に
、
「
六
千

九
百
円
」
を
「
七
千
円
」
に
、
「
九
千
六
百
円
」
を
「
九
千
七
百
円
」
に
、
「
一
万
三
千
円
」
を
「
一
万
三

千
百
円
」
に
、
「
一
万
六
千
三
百
円
」
を
「
一
万
六
千
四
百
円
」
に
、
「
一
万
九
千
九
百
円
」
を
「
二
万

円
」
に
、
「
二
万
三
千
円
」
を
「
二
万
三
千
百
円
」
に
、
「
二
万
五
千
九
百
円
」
を
「
二
万
六
千
円
」
に
、

「
二
万
八
千
四
百
円
」
を
「
二
万
八
千
五
百
円
」
に
、
「
三
万
八
百
円
」
を
「
三
万
九
百
円
」
に
、
「
三
万

三
千
八
百
円
」
を
「
三
万
三
千
九
百
円
」
に
、
「
三
万
六
千
九
百
円
」
を
「
三
万
七
千
円
」
に
、
「
四
万
四

百
円
」
を
「
四
万
六
百
円
」
に
、
「
四
万
四
千
五
百
円
」
を
「
四
万
四
千
七
百
円
」
に
、
「
四
万
八
千
五
百

円
」
を
「
四
万
八
千
七
百
円
」
に
、
「
五
万
千
五
百
円
」
を
「
五
万
千
七
百
円
」
に
、
「
五
万
四
千
五
百

円
」
を
「
五
万
四
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
五
号

　
　
　
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
別
表
の
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
職
を
占
め
る
職
員
の
項
か
ら
第
二
条
第
二
項
の
職
を
占
め
る
職
員

の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第２条第２項
の職を占める
職員

円
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
35,800
34,500
33,300
32,000
30,700
29,500
28,200
27,000
25,700
24,700
23,700
22,800
21,800
20,800
19,800
18,800
18,400
18,000
17,300
16,900
16,500
16,000
15,600
15,100
14,800
14,600
14,100
13,500
12,900
12,400

第２条第１項
第２号の職を
占める職員

円
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
216,400
214,100
211,800
209,500
207,200
204,900
195,800
186,000
176,500
166,800
157,200
144,900
132,900
120,800
108,500
95,900
83,100
70,600
53,300
36,300

第２条第１項
第１号の職を
占める職員

円
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
258,700
255,900
253,100
250,300
247,500
244,700
233,700
221,600
209,900
198,100
186,300
171,700
157,400
143,200
128,600
113,300
97,900
82,700
61,700
40,900

　

別
表
中
「第

六
条
関
係

」
を
「第

６
条
関
係

」
に
改
め
、
同
表
の
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
職
を
占
め
る

職
員
の
項
か
ら
第
二
条
第
二
項
の
職
を
占
め
る
職
員
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第２条第２項
の職を占める
職員

円
51,100
51,100
51,100
51,100
51,100
51,100
49,300
47,500
45,700
43,900
42,100
40,300
38,500
36,700
35,300
33,900
32,500
31,100
29,700
28,300
26,900
26,300
25,700
24,700
24,100
23,500
22,900
22,300
21,500
21,200
20,800
20,200
19,300
18,400
17,700

第２条第１項
第２号の職を
占める職員

円
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
309,200
305,900
302,600
299,300
296,000
292,700
279,700
265,700
252,200
238,300
224,600
207,000
189,900
172,600
155,000
137,000
118,700
100,800
76,200
51,900

第２条第１項
第１号の職を
占める職員

円
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
369,500
365,500
361,500
357,500
353,500
349,500
333,800
316,600
299,900
283,000
266,100
245,300
224,900
204,500
183,700
161,800
139,900
118,200
88,200
58,400

一
一
三



令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

二

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定

は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号

　
　
　
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
」
を
削
る
。

　

第
十
四
条
第
一
号
中
「
百
分
の
二
百
」
を
「
百
分
の
二
百
十
」
に
、
「
二
百
四
十
」
を
「
百
分
の
二
百
五

十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
、
「
百
分
の
百
十
五
」
を
「
百
分

の
百
二
十
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
四
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

　

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
七
号

　
　
　
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
の
３
の
項
中
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三

号
）
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
七
の
イ
中
「

22
23
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28

」
を
「

21
22
22
23
23
24
24
25
25
26

26
27
27

」
に
、「
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41

」
を
「

29

30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
37

」
に
、「
38
39
40
41
41
42
42
43

43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
53
53
54
54
54
54

54
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59

」を「
37
38
38
39
39

40
40
41
42
43
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
53
53

53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57

」
に
、「
56

56
56
56
56
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59

」を「
55
55
56
56
56
56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57

」に
、

「
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
34
34
35

」
を
「

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32

32
32
32
32
32
32
33

」
に
改
め
、
同
表
の
ロ
中
「

18
19
20
21
21
22
22
23
23
24

」
を
「

17
18
18
19

19
20
20
21
22
23

」
に
、「
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42



令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

三

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

42
43
43
44
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
61

」

を
「

29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
56
56
56
57
57
58
58
59

」
に
、「
18
18
19
19
20

20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
31
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35

35
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43

」
を
「

17
18

18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
30
31
32
33
33
33
33

34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
41
41

」
に
、

「
38
38
39
39
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
46

」
を
「

37
38
38
38
39
39

39
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
45
45
45

」
に
改
め
、
同
表
の
ハ
中
「

26
26
27
27
27
27

28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31

」
を
「

25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30

」
に
改

め
、
同
表
の
ニ
中
「

26
27
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41

41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47

」
を
「

25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35

35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43

」
に
、「
58
58
59
59
60
60
61
61
61
61
61

61
61
62
62
62
62
62
62
62
63
63

」
を
「

57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
62
62
62
62

62
」
に
、「
38
39
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
48

48
48
48
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
51
51

」
を
「

37
38
38
39
39
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43

43
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50

」
に
、

「
34
34
35
35
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44

44
44
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49

」
を
「

33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
40

40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
47

」
に
改
め
、
同
表
の

ホ
中
「

14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24

24
25

」
を
「

13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20



令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

四

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

21
21
22
22
23

」
に
、「
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33

」
を
「

25
26
26
26
26

27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31

」
に
、「
18
19
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28

28
29
30
31
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40

40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
43
43
43
44

」
を
「

17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24

25
26
27
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38

38
38
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
43

」
に
、「
38
38
38
39
39
39
40
40
40
41

41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
49
49
49
49

」
を
「

37
38
38
38

38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
48

」

に
改
め
、
同
表
の
ヘ
中
「

70
71
72
73
74
75
76
77
77
78
78
79
79
80

」
を
「

69
70
70
71
71
72
72
73
74
75

76
77
78
79

」
に
、「
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103

」
を
「

93
94
94
94
95
95

95
96
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101

」
に
、「
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
69
70

70
71
71
72

」
を
「

53
54
54
55
55
56
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

」
に
改
め
、
同
表

の
ト
中
「

26
27
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36

」
を
「

25
26
26
27
27
28

28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35

」
に
、「
38
39
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46

46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
61
61
61

61
61
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
68
68

」

を
「

37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54

54
55
55
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
59
59
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
62
63
63
63

63
63
63
64
64
64
64
64
64
65
65
66
66
67

」
に
、「
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59

」
を
「

57
57
57

57
57
58
58
58
58
58
58
58

」
に
、「
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

」
を
「

59
59
59
59
59
59
60
60

60
60
60
60

」
に
改
め
、
同
表
の
チ
中
「

38
39
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44

」
を
「

37
38
38
39
39

40
40
41
41
42
42
43
43

」
に
、「
48
48
48

」
を
「

47
48
48

」
に
、「
54
54
55
55
56
56
57
58
59
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60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
68
68

68
」
を
「

53
54
54
54
55
55
55
56
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
63
63
63
63
64

64
64
64
65
65
65
65
66
66
66
66
67
67
67
67

」
に
、「
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76

76
76
76
76

」
を
「

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
七
の
二
の
イ
中
「

37
39
40

」
を
「

38
39
41

」
に
、「
53
54
55
56
59
62
65
68
70
72
74
76
78

80
82
84
86
88
90
92

」
を
「

54
56
58
60
62
64
66
68
71
74
77
80
83
86
89
92
93
93
93
93

」
に
、「
53
54

55
56
58
60
62

」
を
「

54
56
58
60
61
62
63

」
に
、「
76
80
84
88
93
98
103
109
115
121

」
を
「

77
82
87
92

97
102
107
116
125
125

」
に
、「
97
102
107
112

」
を
「

99
106
113
113

」
に
、「
67
80
82
84

」
を
「

77
84
85

85
」
に
改
め
、
同
表
の
ロ
中
「

41
42
43
44
46
48
50
52
54

」
を
「

42
44
46
48
49
50
51
52
54

」
に
、

「
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
111
114
117
120

」

を
「

63
66
69
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
107
110
113
116
118
120
121

121
」
に
、「
50
52
54
56
59
62
65
68
70
72
74
76
77
78
79
80
84
88
92
96
99
102
106
110
115
120

」
を

「
51
54
57
60
62
64
66
68
71
74
77
80
81
82
83
84
88
92
96
100
103
108
113
118
121
121

」
に
、「
58
60
62

64
67
70
74
78
82

」
を
「

59
62
65
68
70
74
77
80
83

」
に
改
め
、
同
表
の
ハ
中
「

46
48
52
56
59
62

」

を
「

47
51
55
59
62
64

」
に
改
め
、
同
表
の
ニ
中
「

45
46
47
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74

76
78
80
82
84

」
を
「

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
79
82
85
85
85
85

」
に
、「
78
80

82
84
91
98

」
を
「

79
82
85
90
95
100

」
に
、「
57
58
59
60
63
66
69
72
76
80
84
90
96
102

」
を
「

58
60

62
64
67
70
73
76
80
84
89
94
99
104

」
に
、「
50
52
54
56
59
62
65
69
73
77
81
88
90
92
94
96

」
を
「

51

54
57
60
62
64
66
71
76
81
85
88
91
94
97
97

」
に
改
め
、
同
表
の
ホ
中
「

34
36
38
40
42
44
46
48
53
58

63
68

」
を
「

35
38
41
44
49
54
59
64
66
68
69
69

」
に
、「
50
52
54
56
59
62
65
68

」
を

「
51
55
59
63
66
68
69
69

」
に
、「
33
34
35
36
38
40
42
44
46
48
50
52
53
54
55
56
60
64
68

72
76
80
85
90
95
100
104

」
を
「

34
36
38
40
42
44
46
48
49
50
51
52
54
56
58
60
64
68
72
76
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80
86
92
98
102
104
105

」
に
、「
51
54
57
60
62
64
66
68
70
75
80
85

」
を
「

52
56
60
64
66
68

70
75
80
85
88
89

」
に
改
め
、
同
表
の
ヘ
中
「

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
37
38
39
40

」
を
「

27

28
29
29
30
31
33
33
34
35
37
38
39
40
41

」
に
、「
77
78
79
80
81
82
83
84
86
88
90
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124

」
を
「

78
80
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
107
110
113
116
118
120
122
124
125
125

」
に
、「
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33

」

を
「

22
23
24
25
26
27
28
30
30
32
33
34

」
に
、「
61
61

」
を
「

61
62

」
に
、「
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
86
88
90
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

」
を
「

70
72
74
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

」
に
改
め
、
同
表
の
ト
中
「

45

46
47
48
50
52
54
56
59
62
65
68
69
70
71
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
107
110
113
116
121

126
131
136
141
146
151

」
を
「

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96

98
100
102
104
106
108
112
116
120
124
130
136
142
148
150
152
153

」
に
、「
118
124
136

」
を
「

123
130
142

」
に
改
め
、

同
表
の
チ
中
「

21
23

」
を
「

22
23

」
に
、「
45
46
47
48
51
54
57

」
を
「

46
48
50
52
54
56
58

」
に
、

「
78
80
82
84
85
86
87
88
91
94
97
100
107
114
121

」
を
「

79
82
85
88
90
92
94
96
100
104
108
112
116
120
124

」

に
、「
136
148

」
を
「

152
156

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す

る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
七
及
び
別
表
第
七
の
二
の
規
定
は
、
令
和
五
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に

お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の

規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関

す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
当
該
適
用

又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の

規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

施
行
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
、
降
号
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ

の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
当
該
適
用
又
は
当
該
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


